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１. はじめに
台湾の少子高齢化は近年､ 世界最速で進行

している｡ 内政部 (内政省) の調査統計による

と､ 2009年の台湾の新生児数は前年より7�400

人少ない19万1�310人で､ 過去最低を記録した｡

2000年には約30万人だったが､ その後､ 急減し

た｡ これに伴って､ 同年の合計特殊出生率 (１

人の女性が一生に産む子供の数) は1�03に落ち

込み (台北駐日経済文化代表処, 2010)､ 韓国

(2008年､ 1�19)や日本 (同､ 1�37) などを下回っ

て､ 世界最低になった (『西日本新聞』､ 2010年

１月15日)｡

一方､ 高齢化の進行も急速である｡ 1993年に

65歳以上の高齢者が人口の７％以上の ｢高齢化

社会｣ になり､ 2005年にはこの割合が10％を超

えた｡ 人口の14％以上が高齢者である ｢高齢社
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要 約

急速な経済成長に伴って労働者不足が深刻化した台湾では1980年末､ まず公共事業分野で合法的な外国人労働

者受け入れを開始し､ 1992年からは介護・家事労働の分野でも受け入れが始めた｡ その後､ 急速な少子高齢化の

進展で､ 人手不足は介護分野でより深刻になり､ インドネシア､ ベトナム､ フィリピンといった東南アジアの人

口大国から多数の介護労働者 (看護工) や家事労働者 (家庭�傭) を受け入れて､ 在宅ケアを中心とする旺盛な

高齢者介護の需要を賄ってきた｡ しかし､ 業界や利用者の意向に沿う政府は在宅の介護・家事労働者 (家庭労働

者) を労働関連法の対象外に置き続ける政策の結果として形成された ｢二重基準労働市場｣ に対して､ 国内の市

民団体や米政府などから批判が強まっている｡ 本稿は､ 台湾の外国人ケア労働者受け入れの近年の傾向､ 労働者

の就労実態などを探り､ 受け入れ政策はじめケア労働の市場化に伴う問題点などを議論する｡

キーワード：介護の市場化､ 外籍看護工､ 二重基準労働市場

(ケア特集)

大野 俊
(九州大学アジア総合政策センター長・教授)
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会｣ への突入は時間の問題である｡ 台湾住民の

平均余命は2008年時点で､ 78�57歳 (男性は

75�59歳､ 女性は81�94歳) (��������	
���

�

�
�
���2009�) で､ いずれは日本同様の ｢超高

齢社会｣ (人口の21％以上が高齢者) になる見

通しである｡ 台湾の人口は2009年２月現在､ 約

2�300万人だが､ 減少に転じる見通しの時期が

早まって2017年との見方もあるという (『西日

本新聞』, 2010年１月15日)｡

こうした中で､ 高齢者が長期に入所する ｢長

期照護センター｣ や療養サービス付きの ｢老人

養護所｣ が1990年代に入ってから急増した｡１

これらの高齢者入所施設は､ 筆者が最初に台湾

で調査にあたった2008年１月時点で､ 台湾全土

で900余りあった｡

入所費用は､ 台北の老人養護所だと､ 月に

28�000～39�000台湾ドル程度､ 認知症､ 寝たき

りなどで､ 介護度の高い長期照護センターは

40�000～50�000ドル程度である｡ ただ､ これも

公立では25�000～28�000ドルと安い｡２ 入所者

の健康状態､ 経済状態などによって､ 政府の補

助費が異なる (崔, 2008)｡ また､ 一部の部屋

は､ 低所得者に提供し､ 特別価格を設定してい

る施設もある｡

台湾の高齢者の間では､ 元公務員などを例外

として､ それだけで自活可能な金額の年金受給

者は少数派で､ 介護保険制度もないため､ 上記

の民間施設の入居費用の負担は一般の家庭では

相当に重い｡ このため､ 現在は､ 自宅に住み込

みの外国人介護・家事労働者を雇い入れ､ 体が

不自由になった親の面倒をみてもらっている家

族が極めて多い｡

台湾で働く外国人ケア労働者は､ 現地で

｢看護工
カン フ コン

｣ (英語表記は｢��	�
���	｣)と呼ばれる

介護労働者と､ ｢家庭�傭｣(同｢�
�������	｣)

と呼ばれる家事労働者に２分される｡ 看護工と

いっても､ 看護行為は禁じられ､ 高齢者の食事､

体の洗浄､ 排泄などのケアをしたり､ 障害者の

身の回りの世話をしたりする業務にあたる｡ 看

護工には､ 高齢者施設や病院などの施設勤務の

｢養護機構看護工｣ と､ 家庭に住み込みの ｢家

庭看護工｣ がいるが､ 後者の労働者が圧倒的に

多い｡

在宅の場合､ 看護工を雇用できるのは､ 原則

的に重度の要介護者を抱える世帯家族に対し､

家庭�傭の方は､ ３歳以下の子供を３人以上抱

える世帯などである (安里, 2005�：7)｡ この

ため､ 前者は高齢者介護､ 後者はチャイルド・

ケアに仕事の比重が置かれる｡ 後述するように､

在宅の介護労働者と家事労働者が労働基準法の

適用外になっており､ 大きな社会問題になりつ

つある｡ 本稿では､ 現地での用語にならい､ こ

の２者を合わせて ｢家庭労働者｣ という呼称を

用いる (表１参照)｡

以下の項では､ 短期間に外国人ケア労働者を

多数受け入れた台湾の導入政策や労働者の置か

れた実情､ 雇用・管理の問題点などを､ 2008年

１月と09年12月の２度にわたる現地調査､ 各種

の文献や先行研究などを踏まえて報告する｡ 経

済連携協定 (���) に沿って2008年以来､ イン

ドネシア・フィリピンから看護・介護労働者を

受け入れている日本の政策への示唆も考察した

い｡

２. 台湾政府のケア労働者政策
アジア����(新興経済群)の一員として1970

年代以降､ 高度経済成長を達成した台湾は1980

年代になってから建設・製造業界などで労働力

不足が深刻化した｡ 失業率が2％を切る低率に

なって､ 賃金水準が上昇､ 高学歴化が進む中で､

いわゆる ｢３Ｋ (きつい､ きたない､ きけん)｣

職場を中心に､ 低賃金で働く資格外就労 (非合

法) の外国人労働者が､ 一説に万単位に膨れ上
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１ ｢長期照護センター｣ は､ ほとんどすべて民間の経営｡ スタッフ１人が５人の世話をするのが原則である｡ ｢老人養護所｣ は､ 身体障害があっ
たり､ チューブなどによる療養が必要な高齢者が入所する施設｡ 全国に約800カ所にあり､ 大半が財団の経営である｡ １人の介護スタッフが
８人の入所者の世話をするのが原則である (崔�2008)｡

２ 本稿執筆時の2010年５月時点で､ １台湾ドルの相場は2�9円｡ 筆者の第１回目の台湾調査の2008年１月時点では､ １台湾ドルは3�5円だった｡

1. ( )表１. 台湾の外国人ケア労働者 (社福外籍労工)
の分類



がった (明石, 2010：184�85)｡ 旺盛な労働需

要の中で､ 80年代から90年代にかけて台湾人女

性の特に20～30代の労働力率が急上昇したこと

も､ 外国人労働者受け入れに拍車をかける要因

になった｡

こうした社会変化を背景に､ 行政院は公共事

業部門の労働力不足を補うため､ 1989年にタイ

から建設労働者の合法的受け入れを開始した｡

その後､ 台湾人のほか外国人も対象とする ｢就

業服務法｣ をつくり､ 92年からは介護・家事の

労働者の受け入れも始めた｡ ケア分野での外国

人受け入れは､ 家事労働を担っている女性の負

担を軽減し､ 就業を促進するための措置でもあっ

た (安里, 2005�：8�9)｡

その後､ 中国政府の ｢一つの中国｣ 政策を尊

重して台湾と公式の外交関係はないものの､ 経

済面などで良好な関係にあるタイ､ フィリピン､

インドネシア､ マレーシアから労働者の受け入

れが増え､ 99年からはベトナム､ 2004年からは

モンゴルからも労働者の受け入れを始めた (明

石, 2010：187)｡ 行政院労工局の説明によると､

相手国と国交はないので､ 正式な協定に基づく

ものではない｡ 台北に事務所を置く相手国の代

表処の担当者との話し合いで決めているという

(蔡, 2008�)｡

外国人労働者は当初より､ 台湾人の労働力で

賄えない部門の ｢補充の労働力｣ として位置づ

けられ､ 滞在期間は最長３年 (のちに６年に延

長) に限定され３､ 台湾での雇用主も､ 工場閉

鎖､ セクハラなど特別な事情を除いて変更がで

きない｡ また､ 非専門職 (ブルーカラー) の労

働者は､ 家族の帯同､ 台湾での結婚や帰化も認

められていない｡ 受け入れ当初から今日まで､

一時滞在の ｢客工
ケ コン

｣ (ゲスト・ワーカー) とい

う扱いを貫いている (�����2007：209�10)｡

1990年代半ば以降､ 特にタイ発のアジア金融

経済危機が台湾も直撃した1997～98年以降､ 失

業率が上昇し､ 2007年には外国人労働者の割当

制を実施するなどして､ 受け入れの制限を図っ

た｡ また､ 2005年に誕生した民主進歩党政権下

で､ 労工委員会の主任委員 (大臣) が外国人労

働者を減らす方針を表明したこともある (明石�

2010：189)｡

台湾政府は､ 外国人家事・介護労働者の雇用

主に対して､ 毎月の ｢就業安定費用｣ の支払い

を義務づけている｡ この金額は､ 看護工は2000

台湾ドル､ 家事労働者は5000ドルである｡ その

一方､ 台湾籍の介護労働者の雇用主に対しては

毎月１万ドルの補助をし､ 台湾人介護労働者の

雇用を促進する方針をとっている｡ 雇用主は､

①過去２年間､ 関連法に無違反､ ②医療機関の

アセスメントで認可を得たり､ 重度の障害者証

明の保有―など､ 一定の資格を満たさないと､

外国人看護工を雇用やその延長をできない (蔡,

2008	)｡

台湾人の介護士の大半は ｢照顧服務員｣ (ケ

ア・サービス従事者)４ と呼ばれ､ 地方の自治

体が90時間以上の訓練プログラムを実施して証

明書を得る資格である｡ 毎年､ 4�000～5�000人

が取得している｡ 政府は､ 台湾人介護労働者の

専門性を高め､ 社会的地位を向上させるようと､

2005年に ｢照顧服務技術士｣ という資格と検定

試験 (国家資格) 制度を導入した｡ 日本でいう

｢介護福祉士｣ にあたり､ 2007年には台北に日

本の専門学校をモデルにした介護士養成専門学

校 (２年制) も開校されている｡

照顧服務技術士は毎年､ 9�000人ぐらいがこ

の資格を取得し､ 最近は自治体認定の照顧服務

員よりも新規の資格取得者が多いという (蔡,

2008�)｡ 外国人労働者は､ こうした資格を得る

権利が現時点ではない｡ 外国人はあくまで無資

格に据え置き､ 専門職は台湾人に限定するとい

うのが政府の方針である｡

それでも､ こうした資格制度の導入は､ 介護

分野における台湾人の就業促進に余り効果を果

たしていない｡ 照顧服務技術士と自治体認定の

照顧服務員の間にはほとんど給与の差はなく､

国家資格を得ても高賃金は望めない｡ このため､

地元市民の就業促進という面ではほとんど効果

は上がらず､ 介護士の専門学校も広がっていな

い｡ 台湾人資格取得者で実際に介護の仕事に就

いているのはほんの一握りで､ 大多数が ｢潜在

照顧服務員｣ や ｢潜在照顧服務技術士｣ になっ

ている｡５
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３ 就業服務法の規定によって､ 外国人労働者の就労期間は最長２年だったが､ 同法は1997年に改定されて､ 最長３年になった (安里, 2004：7)｡
４ 台湾人の介護労働者については､ これまで ｢看護工｣､ ｢監護工｣ ｢看病服務員｣ などの呼称が用いられてきたが､ 政府は2001年に ｢照顧服務
員｣ という呼称に統一した｡



この背景には､ 台湾人介護労働者の高齢化の

進行がある｡ 労工委員会の2003年の調査では､

台湾人介護労働者の約半数は50歳代以上､ 平均

年齢は47歳と､ 外国人同業者より16歳余り年上

だった｡ 学歴は中学校卒業以下が82�5％と大半

を占め､ 来台の外国人介護労働者より低い傾向

にある (安里, 2005�：57�58)｡ また､ 台湾先

住民の女性の就業が比較的に多い｡６ 家庭を持

つ台湾人労働者は､ 夜間や休日の勤務を嫌がり､

家庭の事情などで欠勤も多く､ 離職率も高い｡

台湾人の照顧服務員などの資格を持っている

主婦は､ 病院での勤務を好む傾向がある｡ 主婦

は家族の世話もあるので､ 労働は毎日２～３

時間の短時間や､ １日24時間の勤務を限定日

数するような､ 柔軟な就業形態を好む｡ 24時間

勤務だと､ 月に10日も勤務すると､ 2000台湾ド

ルぐらいの収入が見込める (崔, 2008)｡

結果的に､ 介護職は施設も在宅も､ ｢離婚な

ど家庭に問題のある中年女性たちの 『３Ｋ職場』

とみなされがち｣ (崔, 2009�) で､ 職業選択肢

の多い若年層の参入がこの分野では進まない｡

雇用主にとって､ 台湾人介護職は全般に､ 長時

間かつ長期間の雇用が期待できない､ 不安定な

労働力である｡

一方､ 外国人看護工は､ 全般に安定的な労働

力である｡ 在宅はもちろん､ 施設勤務者も施設

や近くの寮など ｢職住一体｣ で勤務しているケー

スが多く､ 管理もしやすい｡ 雇用主側が契約違

反や人権面などでよほどの問題を起こさない限

り､ 雇用契約期間中は労働力として期待できる｡

全般に年齢が若いので､ 重労働や夜間の労働に

も対応でき､ 週末や祝日も勤務してもらえる｡

崔麟祥・台湾長期介護発展協会全国連合会副

理事長によると､ 台湾人の日給は10時間勤務で

約1000台湾ドル､ 外国人は残業代込みでも約

700ドル｡ 給与ははるかに安いが､ 旅費 (施設

が負担)､ 管理コスト､ 居宅コスト､ 税金､ 通

訳謝金のほか､ 習慣や感情面への配慮など ｢イ

ンビジブル・コスト (目にみえない費用)｣ が

かかり､ 台湾人よりずっと安価な労働力とは言

えない (崔, 2008)｡ それでも､ 上記のような

理由から､ 外国人労働力に依存せざるをえない

というのが台湾の高齢者施設介護の実情である｡

政府の規定によって外国人看護工の数は､ 施

設の介護労働者の２分の１を超えてはいけない

が､ 実際には夜間勤務のスタッフは大半が外国

人で､ 外国人なしに経営が成り立たないという

施設が多い｡

住み込みの在宅ケアも事情は似たり､ よった

りである｡ 住み込みで台湾人を介護や家事の労

働者として雇用する場合､ 月に60�000台湾ドル

前後の給与支払いが必要である｡ 裕福な階層で

ないと､ 支払えない金額である｡ しかし､ 在宅

の外国人労働者である ｢家庭労働者｣ (介護労

働者と家事労働者) だと､ 就業安定基金への支

払いも含めて､ 20�000ドル台くらいで済む｡ 彼

らは労働基準法の対象にならないから､ 残業や

休暇は雇用主の裁量に任されている｡ 調理も､

台湾人だと病院勤務の場合くらいしか担当しな

いが､ 外国人は施設でも在宅でもこうした業務

もこなす｡ 雇用主にとって､ 外国人の労働力は

柔軟で､ 利便性が高い｡

工業総会などの台湾の産業界は､ 製造業やケ

アなど生産や再生産の労働現場に欠かせなくなっ

た外国人労働者の受け入れ維持を政府に求め､

政府もこうした要請を無視することはできなかっ

た｡ 2001年に就業服務法は改正され､ 外国人労

働者の滞在最長期間は一時帰国をはさんで６年

に延長され､ 最近はこれが最長９年まで延びて

いる｡

３. 外国人ケア労働者の数的推移
本項では､ 台湾における外国人労働者の政府

登録数の推移を報告する｡ 台湾はもともと公共

事業の現場での労働者不足を解消のために外国

人労働者の導入を開始したことは前述の通りだ

が､ 高度経済成長期も終わり､ 大型プロジェク

トが減少する中で､ 建設業界への受け入れは少

数になった｡

その一方で､ 大幅に増えたのが ｢社会福祉｣
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５ 崔麟祥・台湾長期介護発展協会全国連合会副理事長によると､ 台湾人は３万人以上が照顧服務員の資格を持っているが､ このうち200～300人
しか施設で働いていないという (崔, 2008)｡ また､ 安里 (2005�：71) は､ 2004年に台北市で照顧服務員の職業訓練を受けた約3�000人のうち､
その１％しか施設で勤務していない､ との施設関係者の声を紹介している｡

６ 行政院の2005年の調査では､ 医療・保健・社会福祉の職種で勤務の台湾人は､ 女性就業者全体の5�41％だが､ 先住民女性では8�36％を占めて
いる (台湾行政院労工委員会, 2007：57)｡



の分野である｡ 2009年10月末時点では外国人労

働者総数(34万7�618人)の半数にあたる17万4�0

35人が社会福祉関係の業務に従事している (台

湾行政院労工委員会職業訓練局, 2009：41)｡

ここでいう ｢社会福祉｣ の労働者とは､ 前述し

たような｢看護工｣と｢家庭�傭｣のことである｡

表２に､ 2009年10月時点における国籍別・産
業別の外国人労働者数を示したが､ インドネシ

ア､ ベトナム､ フィリピンという､ 人口8�000

万人以上の東南アジア３カ国からの労働者がそ

の大半を占めている｡

表３は､ 1992年から2005年にかけての看護工
(介護労働者) の数の推移を示している｡ この

数字は､ 高齢者施設・病院などの施設勤務と住

み込みの在宅勤務の双方を足したものである｡

表４は､ 2000年から2009年までの介護と家事

の ｢ケア労働者｣ 総数の推移を示している｡ こ

の数字には家事労働者も含んでいるが､ 大多数

が看護工である｡ 表１と表２は､ 外国人ケア労

働者が受け入れ開始の1992年から今日にいたる

まで､ ほぼ毎年､ 右肩上がりで数が増え､ 台湾

の社会福祉産業で欠かせない存在になりつつい

る現実を示している｡

表５に､ 外国人ケア労働者 (社福外籍労工)
数の国籍別推移を示した｡ 外国人労働者 (全職

種) は当初､ 労働者派遣の仕組みが整備されて

いたタイとフィリピンが先行したが､ 1990年代

後半に人口大国のインドネシアからの労働者が

急増し､ 最大の労働力供給国になった｡ その主

力分野が高齢者介護であった｡

インドネシア人労働者については､ 職場離脱

の多さやその防止にインドネシア政府が非協力

的なことなどを理由に､ 台湾政府は2002年から

の一時期､ 受け入れを停止したことがあり (安

里, 2004：20)､ 2004年には約２万人まで落ち

込んだ｡ しかし､ その後の関係改善に伴って再

急増し､ 2009年には約12万人に達している｡

ベトナム人の受け入れは1999年から始まり､

2000年代前半に急増し､ フィリピン人の数を上

回った｡ しかし､ その後､ 失踪の頻発などもあ

り７､ ベトナム人ケア労働者数は2007年以降､

ピーク時 (2004年) の半数程度の３万人台に落

ちついている｡

表６は､ 2009年10月時点における外国人介護・
家事労働者の国籍別・分野別数である｡

外国人ケア労働者の大多数が在宅の看護工で､

家事労働者として雇用されているのは2�324人

岐路に立つ台湾の外国人介護労働者受け入れ
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表２. 台湾における国籍別・産業別の外国人労働
者数 (2009年10月時点)

(出所) 台湾行政院労工委員会職業訓練局, 2009, 『中華民
国臺�地区職業訓練・技能検定・就業服務・外籍労工統
計速報』：41｡

表３. 台湾における外国人介護労働者 (看護工) の数の推移 (1992～2005年)

(出所) 李, 2005, ｢〈検討外籍看護工引進対外外労政策之影響〉報告｣：5.
(注) ｢看護工｣ に､ 家事労働者 (������	
���
��) は含まれない｡



にすぎない｡ 施設勤務の外国人の中では､ ベト

ナム人が6�767人と突出して多い｡８

こうした政府の統計からは､ 在宅を中心とす

る外国人介護労働者 (看護工) はここ数年､ イ

ンドネシア人が増加の一途をたどって12万人を

突破する一方で､ フィリピン人とベトナム人は

２万～３万人台で､ 頭打ち傾向にあることがわ

かる｡ この理由について､ 行政院労工委員会は

｢雇用主のニーズに応えた結果である｣ (蔡,

2009) と分析している｡

雇用主ら地元関係者の間で､ この送り出し３

カ国の労働者のステレオタイプなイメージが形

成され､ それがインドネシア人労働者の需要の

伸張､ フィリピン人・ベトナム人労働者の需要

の抑制要因になっている｡ 例えば､ インドネシ

ア人については ｢雇用主に従順で､ 口論もしな

い｡ それほど利口ではないかもしれないが､ 良

い労働者である｣ との認識が広くある｡ 一方､

フィリピン人は大卒など学歴が相対的に高く､

英語ができるのは利点だが､ 自分の権利を主張

する傾向がある｡ さらに､ フィリピン政府が､

派遣代・サービス代を高額にしないよう人材派

遣会社に要望しているので､ 派遣会社側は ｢十

分な利益が得られない｣ として､ フィリピン人

を売り込まない傾向があることなどが､ 下降傾

向の背景にあるという｡ また､ ベトナム人は､

看護師や介護コース履修などの証明書に不正が

あるケースもあり､ 労働者の質が保証の限りで

ないことが問題だという (崔, 2009�)｡９
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７ ベトナム人ケア労働者の失踪の多い理由については､ ①台湾の農村部を中心に地元男性と結婚したベトナム人女性が多く､ 彼女たちの手引き
で､ 工場､ 飲食店など別の職種で資格外活動をするケースが多い､ ②ベトナム人は台湾人と容姿が似ていることから､ 失踪しても隠れやすい―
などの指摘が､ 関係者の間でよく聞かれる｡

８ 筆者が訪問した台北市内のある大規模高齢者施設は､ 雇用する外国人看護工30人の全員がベトナム人女性だった｡ その理由について､ 施設経
営者は①中国人に似通っている､ ③中国語をすぐに覚える､ ③ベトナムが共産主義国家なので､ そこの市民も管理しやすいとの認識がある―
の３点を挙げた (陳, 2008)｡

表４. 台湾の外国人ケア労働者 (社福外籍労工)
総数の推移 (2000年～2009年)

(出所) 台湾行政院労工委員会職業訓練局, 2009, 『中華民
国臺�地区 職業訓練・技能検定・就業服務・外籍労工
統計速報』：42�43｡

(注) 2009年の数字は､ 同年10月時点のもの｡ 他は､ 各年末
の数字｡

表５. 台湾の外国人ケア労働者 (社福外籍労工)
数の国籍別推移

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 台湾行政院労工委員会職業訓練局, 2009, 『中華民
国臺�地区 職業訓練・技能検定・就業服務・外籍労工
統計速報』：42�43｡

(注) 2009年の数字は､ 同年10月時点のもの｡ 他は､ 各年末
の数字｡

表６. 台湾における外国人ケア労働者 (社福外籍
労工) の国籍・分野別数 (2009年10月時点)

 

(出所) 台湾行政院労工委員会職業訓練局, 2009, 『中華民
国臺�地区 職業訓練・技能検定・就業服務・外籍労工
統計速報』：46｡



４.外国人介護労働者(看護工)の雇用・管理
の問題点
台湾の外国人ケア労働者受け入れは､ 前述の

ように､ 主に労働力不足補充の観点から開始さ

れたため､ 当初より応募の資格要件は厳しいも

のではなかった｡ 政府が求める要件は､ ①台湾

の友邦国の国民､ ②20歳以上､ ③関連法規に無

違反､ ④入国前90時間の実習―などである｡ 学

歴や語学力についての規定はないため､ 高校卒

業かそれ以下の学歴の持ち主が､ 外国人看護工

(施設勤務者を除く) の９割以上を占める｡10 大

学卒業者は少数派だが､ この中には自国の看護

学部を卒業したり､ 看護師の資格を持つ者もい

る｡ こうした資格取得者を優先して採用する高

齢者施設もある｡

出国前の実習プログラムには､ 中国語 (北京

語) 学習も含まれるが､ 簡単なあいさつ言葉程

度しか勉強する時間的余裕がない｡11 来台して

いきなり家庭や施設に配属される外国人ケア労

働者は､ まず言葉の壁に直面する｡ このため､

施設の場合は､ 外国人の新任を迎えると､ １～

３週間程度､ 通訳を雇い､ 台湾人スタッフのほ

か､ 同胞の先輩も講師役にして業務の説明をし

(写真１参照)､ 最低限の中国での会話を教える｡
あとは､ 勤務しながら､ 会話能力を少しずつ向

上させ､ 同僚や入居者とのコミュニケーション

がとれるようにする｡

中国語や業務の学習については､ 施設や家庭

によって取り組みにばらつきがある｡ 筆者は

2008年と09年に台北と高雄の高齢者施設を計５

カ所､ 訪問したが､ 毎週の会合で語学講習をし

て外国人中国語コンテストの入賞者を出したと

ころもあれば､ ベトナム語・中国語などの会話

集を使って自習させるなど､ 自助努力任せのと

ころもあった｡

次のシフトのスタッフに利用者の状況を引き

継ぐ介護日誌の取り組みも様々である｡ ベトナ

ム人を雇用する施設では日誌にベトナム語で記

入し､ フィリピン人を雇用の施設では英語で記

入して､ 中国語がわかるベトナム人スタッフ､

英語がわかる台湾人スタッフらがそれを中国

語に翻訳して､ 次のシフトに引き継いだりして

いる｡ フィリピン人を中心に16人の外国人看護

工を雇う高雄の大規模施設では､ 利用者の身体

状況､ 食事摂取､ 便の量などを記す ｢護理記録｣

(���������	��) を中国語と英語の２言語にし

て､ ティックをつけさせる方式を採用していた｡

中国語の聞き取りや会話の能力は半年から１

年も勤務すれば､ ある程度は身につくが､ どこ

の施設も継続した専門的語学学習を施す余裕は

なく､ 高度な語学能力のマスターまで期待して

いない所が多い｡ 限られた契約年数の間､ 施設

で働く台湾人看護師の補助や介護士としての任

務を真面目に全うしてくれるのが第一だからで

ある｡ このため､ 送出国に出向いて面接してい

る施設でも､ 新規採用にあたっては中国語の能

力よりもケアの態度の方をより重視する傾向が

ある｡12

筆者が訪問した台北と高雄の高齢者施設では､

面談した外国人労働者から ｢日常会話はある程

岐路に立つ台湾の外国人介護労働者受け入れ
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９ 
���(2010：50
51) によると､ 雇用主の間における送出国労働者のイメージは､ 台湾人ブローカーに操られて形成された面が大きい｡ その
結果､ インドネシア人は ｢御し易いが､ 地方の農民出身なので､ 衛生習慣に欠ける面がある｣､ フィリピン人は ｢面倒だが､ 英語会話ができ
る｣ などのイメージが定着している､ という｡

10 台湾行政院労工委員会職業訓練局 (2009�：87) の調べでは､ 2008年６月時点で､ 外国人看護工 (施設勤務者を除く) のうち､ 高校卒業かそ
れ以下は全体の93�3％を占めた｡

11 出国前の90時間研修については､ 受け入れ施設の間で､ 研修による言語やスキルの成果は余り実感されておらず､ 台北市の施設関係者の協会
は数年前､ 台湾にやって来たベトナム人介護労働者に対して１週間の集中研修を実施したことがある｡ しかし､ これもコストがかかりすぎる
との理由で中止され､ その後､ 政府の補助金を得て､ 介護器具も活用しての実技演習を中心にした実地研修を実施している(崔,2009�：41
42)｡

写真１. 台湾人スタッフ(右端)や通訳(中央の男性)
から､ 身体介護の器具の使用方法を学ぶ新任
のベトナム人看護工(2008年１月８日､ 台北市
内の高齢者施設で筆者写す)



度できるが､ 中国語の読み書きはほとんどでき

ない｣ という話がよく聞かれた｡13

また､ ベトナム人､ フィリピン人､ インドネ

シア人が混在して勤務する施設では､ 彼らの間

の共通言語が､ 能力が限定的な中国語しかない

ため､ 外国人労働者からは ｢台湾人よりも､ 他

の外国人の同僚とのコミュニケーションがとり

にくい｣ との声が聞かれた｡14

在宅のケア労働者の場合には､ 言語能力の不

足がより深刻な事態を招くケースも起きている｡

例えば､ 台北市では､ 女性労働者が台湾人の男

性雇用主がしゃべった ｢軽くして｣ という ｢チー

ティン｣ を､ ｢キスして｣ を意味する ｢チーウェ

ン｣ と聞き違えて､ セクハラで訴え出たケース

もある (蕭, 2008)｡

外国人ケア労働者が抱える大きな問題として

は､ こうした言語の壁やそれに起因するコミュ

ニケーションの問題以外､ 長時間労働などの過

酷な労働条件である｡ ��ほか (2005) が台北

の10個所の長期介護施設で計35人の外国人看護

工を対象に調査したところでは､ １日の平均勤

務時間は12�6時間､ 最長では16�3時間で､ 全体

の37�1％が全く休暇を与えられていなかった｡

言語学習も不十分なことから､ 台湾土着の�南

語や北京語を話す利用者と十分なコミュケーショ

ンがとれず､ このためにうまく同情を表したり､

良好な関係を築くことができていなかった｡ ま

た､ 言語の壁などから､ 台湾人上司との間で生

じる誤解から本国に送還されることを懸念して

いた｡ 雇用主を監視する行政機関の不在も明ら

かになった｡

こうした長時間労働や休暇の不在や少なさは､

外国人労働者たちのストレスを高める結果を招

いている｡ ���ほか(2002)が､ 台北の長期介護

施設で勤務の102人の介護労働者を対象にした

インタビュー調査で､ 外国人労働者たちは､ 家

族や友人らの支援が得られる台湾人労働者と違っ

て､ 周囲からの支援がないか､ あっても限定的

なことから､ 台湾人介護労働者よりも頻繁にス

トレスを経験していることがわかった｡15

台湾における外国人ケア労働者の過酷な労働

実態は､ 九州大学アジア総合政策センターが

2008年３月に福岡市で主催した国際シンポジウ

ム ｢グローバル化する看護と介護｣ における台

湾行政院労工委員会職業訓練局外国人労働者施

策部部長の蔡孟良 (2008�) の発表でも明らか

にされた｡ 同局の調べによると､ 労働時間は､

実質に規定がないところが大半で､ 2007年６月

時点で､ １日平均の勤務時間は規定がないとこ

ろで9�5時間､ 規定があるところは13�5時間で

ある｡ 週末の休暇は､ 雇用者全体のうち ｢休暇

なし｣ が51�1％と半数余りを占め､ ｢部分休暇｣

が44�6％､ ｢毎週末の休暇｣ は4�3％にすぎなかっ

た｡ 残業手当は大半が支払っているが､ 支払っ

ていない雇用者も1�6％いた｡ その残業代も､

残業時間に応じてのものかどうかは疑問である｡

毎月の給与は平均で､ 基本給が16	008台湾ドル

だが､ 残業代は1	866ドルにすぎない｡ この基

本給の額は､ 台湾の法的最低賃金 (17	280 台

湾ドル) を下回る｡16

それでも､ 施設勤務の介護労働者である ｢養

護機構看護工｣ はまだ休暇がとれている方であ

る｡ 彼らは受け入れが始まった当初より､ 台湾

人同様､ 労働基準法の対象になっているからで

ある｡ 雇用主は､ 原則､ １日８時間労働､ 月に

４日の休暇は取るよう指導されており､ 残業代

もきちんと支払っているケースが多い｡ ところ

が､ 在宅勤務の ｢家庭看護工｣ は今も労基法の

対象になっておらず､ 後述のように､ 長時間労

働や休暇の不在がもとで心を病み､ 事件を引き

起こすケースが起きている｡

また､ 給与の相当部分を人材派遣業者 (ブロー

カー) に差し引かれる問題もある｡ 雇用主は法

律に従って､ 派遣業者の仲介のもと､ 外国人看
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12 例えば､ 外国人看護工受け入れ10数年の経験がある高雄市の財団法人 ｢高雄仁愛之家｣ の周肇南所長は､ ベトナムやフィリピンで面接して
採用する際のポイントとして､ 重点順に､ ①態度 (高齢者ケアの理解度など)､ ②言語能力､ ③海外での生活体験―の３点を挙げた(周, 2008)｡

13 例えば､ 高雄市の高齢者施設で勤務する大卒のフィリピン人男性 (30) は2008年１月11日､ ｢台湾では計４年半､ 働き､ スピーチや聞き取り
は大丈夫だが､ 漢字はまだ書けない｣ と筆者に述べた｡

14 例えば､ 台北市の高齢者施設で勤務する大卒のフィリピン人女性 (30) は2008年１月９日､ ｢ベトナム人の同僚とのコミュニケーションが特
に難しい｣ と筆者に述べた｡

15 高齢者施設における外国人看護工の厳しい労働実態を踏まえ､ ���ら (2002) は､ 彼らの労働の質や効率性を上げるためにも､ 休養のための
十分な時間と場所を与え､ 労工委員会に対しては､ 予備的職業訓練コースや職場内教育を提供するよう提言している｡

16 台湾の最低賃金は2007年７月､ それまでの月額15	840台湾ドル (490米ドル) から17	280台湾ドル (535米ドル) に引き上げられた (
����
���
������
�������������������������� �����	2008)｡



護工と雇用契約を結ぶ｡ この際､ 被雇用の外国

人は毎月1800ドル (来台１年目) から1500ドル

(同３年目) のサービス料を支払わないといけ

ない仕組みになっている (蔡, 2008�)｡ 外国人

労働者は来台にあたっては他に､ 送出国の業

者にも手数料､ 旅費などを支払わないといけな

い｡ 行政当局のある統計によると､ 台湾到着前

に110�000～150�000台湾ドルも支払っている

(����, 2007：209)｡

斡旋業務に政府もからむベトナムでは､ こう

した手数料が法外に高いケースが目立つ｡ ベト

ナム・台湾間の労働者移動を研究する �	��


����
��(2009) の調査によると､ ベトナム

人労働者の中には､ 台湾での給与の15カ月分に

相当する6�300米ドルも支払いを余儀なくされ

たケースもあったという｡

こうしたブローカー・システムは､ 国内外か

ら批判があり､ 政府も監視体制の強化に動いて

いる｡ 人材派遣業は２年更新の認可制で､ ３段

階評価でサービスの質をチェックしている｡ ま

た､ 手数料を不当に徴収する業者は罰金などの

罰則を課すほか､ 営業許可の停止や取り消しも

行っている (蔡, 2008�)｡ しかし､ 現実には､

業者による ｢中間搾取｣ は今も各地で起きてい

る｡

2008年時点で､ 台湾で働く外国人看護工の99

％は女性で､ 42％が29歳以下と若い (台湾行政

院労工委員会職業訓練局, 2008：83)｡17 その多

くが独身女性であることなどから､ 雇用者側は

彼女たちの管理に神経を遣っている｡ 筆者が

2008年１月に訪問した台北郊外の大型高齢者施

設の場合､ 介護スタッフの半数にあたる38人が

外国人女性で､ 付属の寮に住んで同室での共同

生活を送っている｡ 外泊は原則禁止である｡ 外

出は､ 同じ国籍の３人の同伴､ あるいは台湾人

スタッフが同伴の場合にのみ､ 許可している｡

また､ 妊娠防止のため､ 施設配属後､ 避妊薬や

コンドームの使い方も教えている｡ 外国人スタッ

フには ｢妊娠したら､ 即刻帰国｣ の方針を伝え

ている｡

しかし､ 妊娠を理由とした強制帰国について

は､ 地元の外国人支援団体などから批判があり､

政府も国際基準に合わないとして外国人雇用・

管理に関する規則を見直し､ 2001年11月からは

妊娠を理由とした強制出国措置は採らないよう

にしている (安里, 2004：24�25)｡ 子供の出産

までは台湾に滞在できるが､ 上記の施設は､ 妊

娠したのにそれを偽ったのが判明すれば､ 契約

を破棄する方針を採っている｡ また､ 窃盗など

の違法行為や命令違反などの場合には､ ｢警告

状｣ を手渡す｡ ３回出すと､ 派遣業者の協会に

連絡したうえで､ 契約を中止して帰国させる｡

｢専門職｣ とは見なされない看護工はあくま

で一時滞在の出稼ぎ労働者であり､ 長期の定住

や永住をして現地で二世をつくってもらっては

困る存在なのである｡ 同じ外国人労働者でも､

専門職などのホワイトカラーの扱いは全く異な

る｡ 現地で５年以上､ 勤務の場合は永住の権利

が得られるとされ､ ｢階層による二重システム｣

(�	��, 2010：47) の外国人管理政策が採られ

ている｡

５. 相次ぐ失踪や事件
前述のように､ 異言語の壁､ 長時間労働､ ブ

ローカーによる搾取などが横行する中で､ ケア

労働者の職場からの失踪が相次いでいる｡ 行政

院労工委員会の調査によると､ 外国人女性労働

者 (全職種) の離職原因として最も多い ｢行方

不明｣ の数は､ 2004年が4�971人､ 05年が5�162

人､ 06年が6�271人だった (台湾行政院労工委

員会, 2007：71)｡ 労工委員会の2008年６月時

点の調べで､ その数は､ 施設勤務者を除く外国

人看護工全体の6�14％というから､ 9�000人以

上ということになる｡ 国籍別では､ インドネシ

ア人の失踪率が最も高い (インドネシア人看護

工全体の6�8％) (台湾行政院労工委員会職業訓

練局, 2008：100�103)｡

こうした失踪事件は､ 看護工は他の業種に比

べてその数も割合も多く､ 失踪する全外国人の

約半数を占め､ 大きな社会問題になっている｡18

労工委員会の調べでは､ 失踪理由は､ ①他の外

国人からの誘惑､ ②労働許可の期限切れ､ ③コ

ミュニケーションの不和､ ④他のあっせん業者

からの誘惑､ ⑤業者への高額手数料､ ⑥ホーム

岐路に立つ台湾の外国人介護労働者受け入れ
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18 労工委員会の調査では､ 2007年12月時点で､ 失踪した外国人の50�65％は看護工だった (蔡, 2008�)｡



シック､ ⑦環境不適応―などである(蔡, 2008�)｡

上記のような理由が複数重なって､ 逃げ出した

ケースが多いとみられる｡

こうした外国人失踪者を一時的に保護するシェ

ルター (駆け込み寺) が台湾全土で増え､ 2008

年時点で13カ所を数える (蔡, 2008�)｡ その大

半が��� (非営利組織) や宗教団体によって

運営されている｡

南部の高雄市では､ 地元のカトリック教会

が運営する ｢ステラ・マリス国際サービスセン

ター｣ (天主教海星国際服務中心) が1999年以

来､ 外国人対象にシェルター活動を展開してい

る｡ 自分で駆け込んで来るほか､ 警察や移民局

から送られてくるケースもある｡ 同センターを

主宰するイタリア人神父､ ブルーノ・シセリ

(���	
��
���) によると､ 駆け込み理由で多

いのは､ 給与､ 誤解など雇用主とのトラブルで

ある｡ ケア労働者場合に多い問題は､ ①残業代

の未払い､ ②清掃､ 調理､ 庭の手入れなど､ ケ

ア以外の仕事への従事､ ③セクハラや虐待―な

どである｡ 在宅ケア労働者でトラブルが多く､

高齢者の隣で寝させられたり､ 高齢者にレイプ

されたり､ 盗難騒ぎに際して ｢泥棒｣ 扱いされ

たケースもあるという (シセリ, 2008)｡ 政府

や地方自治体はこうした活動を支援しているが､

事業主体はあくまで民間である｡

住み込みのケア労働者の場合には､ 雇用主の

命を奪う事件まで起きた｡ 2003年２月､ 総統顧

問で障害者運動の指導者でもあった台湾人女性

作家の劉侠 (�������
) が､ 障害のある彼女

の身の回りを世話していた33歳のインドネシア

人女性に襲われて重傷を負い､ のちに死亡する

という事件があった｡ 外国人労働者の支援をす

る民間団体のその後の調査によると､ 彼女は７

カ月で休日はたった１日しか取れていなかった

という (呉, 2008)｡

外国人ケア労働者による殺傷事件はその後も

起きた｡ 2006年９月には､ 在宅勤務のフィリピ

ン人が､ 雇用主の家族４人をナイフで刺し､ 軽

傷を負わせる事件が起きた｡ 地元の新聞の報道

では ｢個人的な感情の問題｣ が犯行の動機だっ

た (��	�, 2010：53)｡ 他にベトナム人による

加害事件も発生したが､ いずれも長時間労働で

まともに休暇が与えられていない ｢家庭労働者｣

が起こしたものだった｡

国立陽明大学保健福祉政策研究所の ���	�

��	�(2008) によると､ 事件を起こした外国

人女性は､ 地元のマスメディアで ｢冷血の殺人

者｣ という扱いで大きく報じられた｡ しかし､

実際には､ 事件を起こす前までは､ 休暇がない

条件下でも雇用主を憎むことなく働いていた｡

｢多くの (外国人) 介護士は政府の (権利擁護

の) 義務怠慢の犠牲者である｣ と､ ��	�は断

じている｡

６. 地方自治体や市民団体の対応
こうしたトラブル続発の事態を受けて､ 地方

自治体が外国人労働者の権利擁護に向けての取

り組みを強化しつつある｡ 就業服務法で､ 地方

自治体の労働管理の責任が明記されているから

である｡ 外国人労働者の雇用主が支払う就業安

定費が原資の｢就業安定基金｣を活用し､ 2000年

ごろから各地の地方自治体に ｢外国人労働者相

談サービスセンター｣ が開設された｡ 筆者が台

湾を訪問した2008年１月時点では､ 台北はじめ

全国26か所に同様のセンターが設けられていた｡

台北市の場合､ 2009年11月時点で市内在住の

外国人のケア労働者は3�5854人で､ 全在留外国

人の92％を占める (台北市政府労工局､ 2009)｡

その分､ トラブルも多いため､ 同市労働局の外

国人労働者相談サービスセンターは全国でも最

も充実した態勢を整えている｡ 筆者が同センター

を再訪問した2009年12月時点で27名のカウンセ

ラー､ 27名の調査官などを配し､ 週日､ 外国人

の相談に応じていた｡ インドネシア､ ベトナム､

フィリピン､ タイの東南アジア４カ国の外国人

10人を雇用し､ 英語､ タイ語､ インドネシア語､

ベトナム語の４言語で対応できる態勢を整えて

いる｡ カウンセリングの内容は､ ①給与､ ②資

格外職種への配置､ ③所得税―などの問題が多

い｡ センターのスタッタで調停委員会をつくり､

労働争議の調停業務にもあたっている｡

また､ 各国別の言語で､ 台湾での生活や業務

についての必要情報を盛り込んだ外国人労働者

用の手帳を作成して無料配布したり､ 市の��

ラジオ放送で､ ４言語 (英語､ インドネシア語､

ベトナム語､ フィリピノ語) の番組を設け､ 出

身国のニュースや音楽などを流している｡ この

番組などを通して呼びかけ､ 詩のコンテストも

実施している｡ 毎年､ 2�500人くらいから手紙
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(応募) があり､ 優秀作品を選んで詩集を編纂

する｡ その目的は､ 詩作によって､ 異邦での孤

独､ 悲しみ､ 不満など抑鬱の感情から彼らを解

放させるためである｡ 年に４回､ 募集をし､ 詩

集は勤務先の各家庭に配布している｡ 台北市は

外国人労働者文化センターも設け､ 彼らが参加

できる出身国の文化的催しも不定期に開催して

いる｡

さらに､ 2009年７月からは､ １日24時間､ 無

料で相談に応じる緊急電話窓口 ｢1155｣ のサー

ビスを始めた｡ ４言語 (英語､ インドネシア語､

ベトナム語､ タイ語) で外国人労働者の���

に対応するもので､ 各地の市など自治体とつな

いでいる (台北市労働局外国人労働者相談サー

ビスセンター, 2009)｡

前述の劉侠死亡事件をきっかけに､ 労働基本

法でカバーされない｢家庭労働者｣の権利擁護の

法律制定を目指す市民運動も盛り上がりつつあ

る｡ 台湾で在住外国人の権利擁護の���とし

て最初に組織された ｢台湾国際労働者協会

(���	)｣ (1999年結成) が中心となって､ 2002

年以来､ 外国人労働者問題に取り組む台湾各地

の��� (非政府組織) も加わる ｢家事服務法

推動連盟 (
��
�����	�������������������

�������	��＝
	��	)｣ の組織化を進めてい

る｡

｢家事服務法｣ とは､ 外国人の家庭労働者も､

労働基準法の対象にすることを規定する法律の

ことである｡ 同連盟はこの法律の制定､ あるい

は労基法の対象に外国人家庭労働者の加える措

置の導入のほか､ ①ブローカー制度の撤廃､ ②

自由な移動 (雇用主の変更) の保証､ ③許容滞

在期間の撤廃､ ④労働組合を組織する権利の付

与―などを政府に求めて運動を進めている｡

2007年には､ 10の���が集まって ｢��������

�
�� ��
������ ��!����� ��｣(����)と

いう全国連合の運動体も組織された (顧, 2009)｡

���	などが中心となって､ 家庭労働者たち

の休日の保証､ 家事服務法の制定などを行政当

局に求める街頭行動も活発化している｡ 2003年

の台北での行動が最初で､ 外国人労働者ら50人

くらいの参加に終わった｡ しかし､ 2005年の行

動には約1200人､ 07年は約1500人､ 09年12月の

行動には約2000人も参加と､ 年を追うごとに参

加者が増えている (写真２､ 写真３参照)｡ 労
働組合員､ 学生､ 知識人､ ���など台湾人の

参加も増え､ 市民の関心は次第に高まりつつあ

る (顧, 2009)｡

こうした要望に対して､ 行政院側は一定の理

解を示していた｡19 前述の福岡市での国際シン

ポジウムで､ 蔡孟良・行政院労工委員会外国人

労働者担当部長も ｢家事服務法｣ 制定の必要性

を強調した (蔡, 2008")｡ ところが､ この法律

の導入は今日に至るまでストップしたままであ

る｡ この理由について､ 蔡部長は ｢委員会とし

ては､ 労働者の権利を守りたいが､ 雇用主側に

岐路に立つ台湾の外国人介護労働者受け入れ
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写真２. 外国人の ｢家庭労働者｣ の権利を守るた
めの法律制定を求める街頭行動(2009年12月13
日､ 台北市で｡ 写真は台湾国際労働者協会提供)

写真３. 休日の保証を求めて街頭行動に参加した
外国人労働者 (同上)

19 行政院労工局は1998年に一度､ 外国人家庭労働者も労働基準法の対象に含み､ 労働時間の制限を図ることを検討した｡ しかし､ 翌年にはこの
案を撤回したとされる (#���, 2007：209)｡



も要望がある｡ この解決が難しい｡ ����など

の立場は､ 労働時間以外は勤務させてはならな

いというものだが､ 待機 (休憩) も多い仕事な

ので､ 実質的な労働時間を確定するのが難しい｣

と説明する (蔡, 2009)｡

行政院が労働基準法の外国人家庭労働者適用

に慎重にならざるをえないのは､ 賃金高騰を懸

念する高齢者､ 障害者ら雇用者側に強い反対意

見があるためである｡ 家庭労働者に労基法が適

用された場合､ １日の勤務時間が８時間を超え

た場合には残業代は33％増しになるため､ 月に

150時間､ 残業の場合には賃金は２倍になると

の研究者の試算もある (安里, 2006：11)｡ こ

のため､ 高齢者施設経営者の間からも ｢外国人

労働者は､ 台湾人と同じ基準で扱おうとすると

難しくなる｡ 異なる労働法で扱うべきだ｣ (台

北市の介護施設経営者) との意見が聞かれる｡

７. 米政府・台湾行政院の反応
こうした外国人ケア労働者の人権状況は近年､

地元の市民団体などのアピール行動もあって､

国内外のメディアでよく報道されるようになっ

た｡ 2006年10月､ ベトナム人看護工の女性が国

民党議員の支援で記者会見し､ ｢台湾に来てか

ら､ 身分カードを取り上げられたうえ､ (ブロー

カーによって) ６人の雇用主に売られた｡ 月

2500台湾ドル (75米ドル) の給与では､ 生活で

きない｣ と訴えた (���	
��	��
��

������

2006)｡

2009年10月にも台北の高齢者施設で勤務する

ベトナム人女性５人が覆面会見し､ 残業代の支

払いなしに､ １日に16時間の勤務を強いられて

いる､ と惨状を報告した｡ この施設では夜間､

人手不足から､ １人40人の利用者の世話をし､

ときに利用者をロープでつないで動けないよう

に命令された､ という｡ 彼女たちを支援の団体

は ｢奴隷労働｣ と､ 雇用主を厳しく批判した

(�������������2009)｡

台湾の外国人労働者の人権問題はここ数年､

米国国務省の国・地域別の ｢人権報告書｣ でも

取り上げられるようになった｡ 2005年の国務省

の ｢人身売買報告書｣ で､ 台湾は ｢�
 �!2｣

(第２階層) の監視リストに入れられている｡

ここでは､ 介護・家事労働に従事する外国人労

働者が労働基準法の対象外に置かれ､ 最低賃金

や残業代の支払いが保証されていないこと､ 外

国人労働者の労働組合組織化の禁止措置などに

懸念を示している｡ この報告書の中では､ 国籍

や肌の色などによる差別を禁じた移民法改正な

ど､ 当局の人権改善策の導入も紹介しているも

のの､ 最新の2009年の報告書では､ 家庭労働な

どの分野で強制労働につながる人身売買の証拠

の存在が指摘されている ("�
#�$	% & 
 �	$

���' (

% )*%	% #��
�+�
�, -	�	��

2008.(�*�/ 0	�%� 
%��*%	% #�2009	.(�*�

/ 0	�%� 
%��*%	% #�2010)｡

台湾は2008年､ 民主進歩党から国民党に政権

が移行して中国政府との関係は改善に向かった｡

とはいえ､ 安全保障などの面で依然､ 米国と緊

密な関係にあり､ 米国政府の意向は無視できな

い｡ 米国国務省の報告書はかつて､ 日本に来日

のアジア女性らの ｢人身売買｣ 問題を取り上げ

て ｢�
 �!2｣ の監視リストに日本を含めた｡ そ

の結果､ 日本政府はフィリピン人エンターテイ

ナーらに対する興行査証の発給基準を厳格にせ

ざるをえなくなったが､ それほど米国の同盟諸

国には影響力がある｡ 王増勇・国立陽明大学保

健福祉政策研究所所長は ｢米国政府の報告書で

も､ 台湾の外国人労働者の酷使が取り上げられ､

台湾政府はプレッシャーを受けている｣ との見

方を示す (王, 2009)｡

行政院もこのままの状況を放置していいとは

考えていない｡ 前述の蔡孟良部長は､ 現行の外

国人受け入れ政策について ｢市場任せは問題｡

我々は (もっと充実した) 政策､ 規則などメカ

ニズムをもたないといけない｣ (蔡, 2009) と

筆者に述べ､ 現行制度の不備を認めている｡

外国人の家庭労働者は､ 今日の台湾の長期ケ

ア・サービス全体の62％を提供しているとされ

(�	
�, 2010：45!46)､ 外国人なしに高齢者介

護の産業は成り立たない事態にある｡ こうした

現状を是正のため､ 行政院は将来的には外国人

労働者への依存を弱めるべく､ 有効な台湾人の

雇用促進策を模索している｡ その一環で､ 日本

ですでに実践されているような ｢介護保険｣ を

導入して､ 介護費用の公的負担の拡大も検討し

ている｡ 介護保険については立法院 (議会) で

も議論されているが､ まだ導入の時期などは決

まっていない｡
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８. 台湾の経験が示唆するもの―まとめに
代えて
本稿では､ 現地関係者へのインタビューや関

連文献などをもとに､ 台湾の外国人ケア労働者

の受け入れの推移､ 労働者の雇用実態､ 行政院・

地方自治体・��� (非政府組織) などの取り

組みを報告し､ その問題点を検討した｡ 少子高

齢化と核家族化の進行で ｢介護の脱家族化｣

(安里, 2005�：10) が急速に進む台湾は､ 高齢

者介護分野の人材不足を､ 外国人労働者の大量

受け入れという方法で補ってきた｡ この政策は

社会保障予算を抑える意味では有効だったもの

の､ 民間業者が人材斡旋の主体となるシステム

の採用は ｢中間搾取｣ の横行や､ 家庭労働者の

労基法適用外措置による ｢二重基準労働市場｣

の形成とも相まって､ 失踪の多発など社会的弊

害が起きている｡ 行政院は政策の見直しを迫ら

れているが､ 年金制度が十分に整わない現状下

での二重基準の解消は､ 高齢者や障害者家族の

家計に深刻な打撃を与えかねない｡ できるだけ

コストを抑えたい雇用者と人権擁護派の間でジ

レンマに立たされる行政当局は､ いまだ有効な

解決策を見出せないでいる｡

台湾におけるこの事態は､ 一足先に ｢超高齢

社会｣ に突入している日本にとって決して他人

事ではない｡ 経済連携協定 (���) に沿って台

湾への主要送出国でもあるインドネシアとフィ

リピンから看護・介護労働者の受け入れを始め

たが､ 日本語での国家試験合格を課す ｢専門職｣

としての施設受け入れ制度は､ 実質本位で市場

主義的な台湾のシステムとは対照的なものであ

る｡ しかし､ 専門性や語学能力にこだわる分だ

け､ 日本語履修や国家試験対策面で政府出費や

受け入れ施設の人的・経済的負担は予想以上に

大きく､ 受け入れ開始から２～３年目にして受

け入れ希望の病院や施設が急減するなど､ 制度

の持続可能性が問われる事態を迎えつつある｡

すでに日本語研修事業は民間委託が進んでいる

が､ 将来的にはコスト・パフォーマンスの観点

から斡旋事業なども民間に委ねられる可能性が

ないとは言えない｡ その場合の市場化には､ 台

湾が経験しているようなリスクが伴うことも認

識しておく必要がある｡

また､ 言語の壁に直面する受入施設側の知恵

が編み出した多言語の引継ぎ記録簿､ 地方自治

体による出身国言語による相談窓口や労使紛争

調停のサービスなど多様な取り組みは､ この面

で遅れをとる日本側が､ 台湾から学ぶべき点で

ある｡

内外同等報酬を原則とする日本の���制度

については､ 台湾の官民の関係者がその進展を

注視している｡ ���事業の成否が台湾の今後

の政策に影響を及ぼす可能性があることも指摘

しておきたい｡
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〈筆者のインタビュー〉
顧玉玲・台湾国際労工協会 (台湾国際労働者協

会) 理事長, 2009, 台北市で (12月17日)�

呉靜如・台湾国際労工協会 (台湾国際労働者協

会) 総幹事, 2008, 台北市で(１月７日)�

蔡孟良 (台湾行政院労工委員会職業訓練局外国

人労働者施策部部長 (外労作業組組長),

2008�, 台北市で (１月７日)�

, 2009, 台北市で (12月17日)�

崔麟祥・台湾長期介護発展協会全国連合会副理

事長, 2008, 台北市で (１月６日)�

, 2009!, 台北市で (12月18日)�

ブルーノ・シセリ(-����(
/��
)・ステラ・マ

リス国際サービスセンター (天主教海星国

際服務中心) 主宰者, 2008, 高雄市で (１

月11日)�

周肇南・高雄仁愛之家主任 (所長), 2008, 高

雄市で (１月11日)�

蕭美恵・台北市労働局外国人労働者相談サービ

スセンター (労工局外労諮詢服務中心) 所

長 (主任), 2008, 台北市で(１月７日)�

台北市労働局外国人労働者相談サービスセンター

(労工局外労諮詢服務中心)スタッフ, 2009,

台北市で (12月18日)�

陳建中・台北市至善老人安養護中心行政組長,

2008, 台北市で (１月８日)�

王増勇 (���������)・国立陽明大学保健福祉

政策研究所所長, 2009年１月７日, 台北市

で (１月７日)�

岐路に立つ台湾の外国人介護労働者受け入れ
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